
 
 
 
 

　 論点整理 

 
　　 

 
特例校制度と時数の取扱い 

 
❶　総授業時数を維持しつつ各教科の標準 

授業時数（以下「教科標準時数」という。） 
を調整することが可能な範囲を検討すべ 
き。その際、現行の授業時数特例校制度 
（１割が上限）や研究開発学校における 
実践等も踏まえつつ、上限の拡大の適否 
や対象となる教科等も含めて検討すべき 

 
❷　教科標準時数を調整することで生み出 
　された授業時数（以下「調整授業時数」 

という。）の活用方法について、地域や 
学校、児童生徒の実態を考慮して以下の 
ような取組を特例的に可能とする方向で 
検討すべき 
 
➢　別の教科等の授業時数に上乗せする 
➢　特に必要な教科の開設に充てる 
➢　各教科等に該当しないものの、児童生徒の個性や特性、実態に応じた学習支援

など、児童生徒の資質・能力の育成に特に資する効果的な教育プログラムを実施
するための裁量的な時間（以下「裁量的な時間」という。）に充てる 

 
❸　裁量的な時間の上限と類型（※）について具体的に検討すべき。特に、裁量的な時

間の一部について、教育の質の向上を目的とした、授業や指導の改善に直結する組織
的な研究・研修等に充てることも可能とする方向で、その上限と類型についても具体
的に検討すべき 

 
（※）例えば、基本的な概念の獲得や意味理解を伴った確かな知識の習得、認知の特性に応

じた学力保障、学習方略に関する指導、個人探究を伴う体験活動、ソーシャルスキル
トレーニング等が想定される 

 
❹　国への申請を不要とし、「調整授業時数制度」による取組を学校等の判断で可能と

するに当たって、以下の担保措置について具体的に検討すべき 
（１）不適切な運用を防ぐための仕組み 

（例：児童生徒の負担過重、受験対策への過度な傾斜など） 
（２）保護者や地域住民に対する説明責任を果たし、理解を得るための仕組み 
（３）教育委員会や文部科学省としての教育課程編成状況把握の仕組み
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第三章　多様な子供たちを包摂する、 
柔軟な教育課程の在り方 ② 


